
議会改革特別委員会記録 

 

日時：令和３年７月２９日（木） 午前１１時４０分～１２時 

場所：議員控室 

出席：議員（１２名）、事務局 

 

協議事項 

（１）議員定数について 

・事前に提出された意見を資料にまとめて提示。 

 

意見①：人口割合で１０００人に１人という考えを調べたが、正式な論文には

何もなく曖昧な数字。根拠はない。議員の仕事で、減らせば目が届か

なくなる。大勢いれば多くの視点で質疑が発生する。 

意見②：１０００人に１人の根拠もないが、１つの考え方として自治体で決め

ているところもある。類似団体Ⅲ－２で見ると平均１３．１５人、人

口の多いランク上のⅣ－２で平均１３．５６人。参考の１つとなる。

１３人の奇数で議長権限を定める考え方で、委員会２つ各６人でちょ

うどいい。最終的に同数になった時は議長の権限。 

意見③：１０００人に１人は今論じていない。類似団体もあるが、町なりの考

えでいくべき。町民がそんなに議員はいらない、議員は何をしている

のかというところから議会改革が始まった。議員の質をどう高めるか

で、町民の代表は少数精鋭だと問題。一部議員にモラルの問題もある

かもしれないが、議会制度が危険に陥るのかと考える。拮抗している

数字であれば、もっと論じるほうがいい。 

意見④：１期目１６人、２期目１４人、現状１２人。１６人だから町民の声が

拾えたかというとそうではない。それぞれの議員がもっと活動の幅を

広げていけばいい。これからは全体を見渡せる議員が増えてくれるこ

とが必要と感じる。１４人だと委員会が７人、６人になり委員長の重

みも違ってくる。１３人で各６人であれば同じ人数でいろいろな議論

ができ、結論が出せる。これまでやってきた中で、１３人の定数が一

番いいと感じる。選挙で受かることが一番大事だと思っている。後継

者をしっかり見つけられればいいが、まだまだ議員のなり手不足があ

る。 

 

⇒８月に再度委員会を開催し、その時に討論という形で意見をいただく。 

その後、９月に最終判断することで了承。 

 

（２）議会基本条例と会議規則の一部改正について 

   ・９月定例会に上程することを了承。 



（３）その他 

   ・互助会規則、基本条例も見直す時期。 

    ⇒基本条例は検証することになっている。意見をいただければ議会改革で検討 

する。互助会規則は８月に行う。意見を事務局に提出をお願いする。 

 

                        


